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西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ会則 新旧対照表 （令和２年２月５日作成） 
旧会則 新会則 

西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ会則 

 

第１章  名称・目的・事業 

 

第１条  本会は西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡと称し、事業所を同校内

に置く。 

 

第２条  本会は学校と家庭と社会の緊密な連携と協力により、児童の

育成と幸福をはかり、教育の健全な発展を助成することを目的とする。 

 

 

第３条  本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 

１．学校教育の充実に関すること。 

２．児童の愛護補導に関すること。 

３．会員相互の教育親睦に関すること。 

４．その他この会の目的を達成するに必要な事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ会則 

 

第１章 名称・目的・事業・責務 

 

第１条（名称） 

本会は西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡと称し、事業所を同校内に置く。 

 

第２条（目的） 

本会は学校と家庭と社会の緊密な連携と協力により、児童の育成と幸福

をはかり、教育の健全な発展を助成することを目的とする。 

 

第３条（事業） 

本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 

（１）学校教育の充実に関すること。 

（２）児童の愛護補導に関すること。 

（３）会員相互の教育親睦に関すること。 

（４）その他この会の目的を達成するに必要な事業。 

 

第４条（本会の責務） 

本会は、学校・家庭・社会の協力により児童の育成と幸福をはかること

を目的とする団体であってこれを理由として種々の利益を享受している

こと、任意加入団体であるとともに会員の協力を得て活動していること、

最終的な決定権限が会員の多数決に基づくものであることを自覚し、以

下の点を遵守しなければならない。 

（１）児童を対象とする活動については、活動のための金銭的支出そ

の他会員の負担の有無を問わず、会員・非会員その他児童の保護

者の立場の差により児童の対応にいかなる差も設けないこと。 

（２）非会員に対し、入会を強制せず、入会しないことを非難しない

こと。 

（３）営利的、宗教的、政治的な活動をしないこと。 

（４）会員に対し、法令、本会則、その他本会の規約（本会則第７条

４号により総会で定められる取り決めを言う）および細則（本会
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第２章  組織・機関・役員 

 

第４条  本会はこの会の趣旨に賛同する者を会員として組織する。 

会員は本校に在籍する児童の保護者および本校教職員に限り、本会が構

成する各部に所属する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条  本会に次の機関を置く。 

１．総会  ２．委員総会  ３．総務会  ４．各部部会 

 

 

 

第６条  総会は年度初めに会長が招集する。なお、委員総会で必要と

認めた場合、または会員の４分の１以上の要求のあった場合には、会長

は臨時に総会を開くことができる。総会は会員の３分の１以上の出席を

もって成立し、議決は出席者の過半数を要する。 

ただし委任状をもって出席にかえることができる。 

総会はこの会の最高議決機関であって、原則として次の事項を議決する。 

１．予算決算の承認に関すること。 

２．役員および会計監査の承認。 

則第１１条２項に規定される総務会で定められる取り決めをい

う）に定められていない義務を強制し、あるいは不当な圧力を用

いないこと。 

（５）会員に不当・過大な負担が生じていないか注意すること。 

（６）前例、役員・委員その他一部会員の意見、本会外部者の意見な

どを重視するあまり、会員の多数意見から離れた運営とならない

よう、会員の多数意見をくみ取るように努めること。 

 

第２章 組織・機関等 

 

第５条（会員） 

１ 本会会員となる資格を有する者は、以下の通りとする。 

（１）上ケ原小学校（以下、「本校」という）に在籍する児童の保護

者 

（２）本校教職員 

２ 前項に定める会員資格を有する者は、本会に対し入会希望意思を示

すことにより、本会会員となる。入会希望意思の確認方法については、

総務会決議により定める。 

３ 会員は、いつでも、本会に対し退会希望意思を示すことにより、本

会を退会することができる。退会希望意思の確認方法については、総

務会決議により定める。 

 

第６条（機関） 

本会に次の機関を置く。 

（１）総会（２）総務会（３）部（４）委員会（５）役員 

（６）会計監査（７）顧問 

 

第７条（総会） 

総会はこの会の最高議決機関であって、法令に反しない限り、この会の

全ての事柄について議決することができるが、原則として次の事項を議

決する。 

（１）予算決算の承認に関すること。 

（２）役員および会計監査の承認。 

（３）この会の事業に関すること。 

（４）本会則その他この会の規約に関すること。 
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３．この会の事業に関すること。 

４．この会の規約に関すること。 

５．その他この会の目的達成に必要な事項。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条  委員総会は本会の運営ならびに事業の審議にあたり、委員の

３分の１以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。 

委員総会は委任状をもって出席にかえることができる。 

委員総会は会長が招集する。 

委員総会は次の事項を議決する。 

１．臨時総会開催 

２．補正予算の承認 

（５）その他この会の目的達成に必要な事項。 

 

 

 

第８条（総会の招集） 

１ 会長は、年度初めに定時総会を招集する。 

２ 会長は、総務会の承認決議を得て、臨時総会を招集することができ

る。 

３ 会長は、第１１条３項２号ないし３号記載の者の過半数の要求があ

った場合、または会員の４分の１以上の要求があった場合には、臨時

総会を招集しなければならない。 

 

第９条（総会の決議） 

１ 総会は会員の３分の１以上の出席をもって成立し、議決は出席者の

過半数を要する。ただし委任状をもって出席にかえることができる。 

２ 会長が、全会員に対し、総会の目的・内容を示して提案を行なった

場合、当該提案につき、全会員の３分の１以上の会員が書面により同

意または不同意の意思表示を行ない、かつ、その過半数が同意の意思

表示であったときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったも

のとみなし、総会の開催を省略することができる。但し、この場合会

員は、総務会決議で定める方法により、会長に対し、当該提案に関す

る質問をすることができる。 

 

第１０条（総会の進行等） 

１ 総会の進行は議長が行ない、議長は、会長または会長が指名する者

が務める。 

２ 役員は、議事録を作成し、総会終了後５年間保管する。  

 

（第７条削除） 
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３．年度途中での役員交替に伴う新役員の承認 

 

第８条  総務会は、会務の全般の企画、立案、審議にあたるものとす

る。 

重要事項については、委員総会にはかるか、または、各委員の意向聴取

するものとする。 

総務会は会長が招集し、会長が総務会会長を兼務するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条  本会に次の５部を置き、各部の任務は次のとおりとする。 

 

 

第１１条（総務会） 

１ 総務会は、会務の全般の企画・立案・審議にあたるものとする。 

２ 総務会は、総務会決議により、法令、本会の会則その他総会で定め

られた規約に反しない範囲で、総務会・役員・会計監査・部・委員会

の運営に関する事柄を決議し、またはこれらに関する細則を制定・改

廃することができる。ただし、会計監査の運営に関する事柄の決議ま

たは細則の制定・改廃を行なう際は、会計監査の同意を得なければな

らない。 

３ 総務会は、以下の者により組織する。なお、部の担当者については、

各部において任意に定めることができ、毎回同一人物であることを要

しない。 

（１）役員 

（２）顧問 

（３）部の担当者（１名） 

４ 以下の者は、総務会に出席することができる。なお、以下の担当者

については、各委員会・公認サークルにおいて任意に定めることができ、

毎回同一人物であることを要しない。 

（１）委員会の担当者（１名） 

（２）公認サークルの担当者(１名) 

５ 総務会は会長が招集し、会長が総務会議長を務める。 

６ 総務会決議は、出席者（第４項に定める者が出席した場合、これら

の者も含む）の３分の２以上の同意をもって行う。 

７ 緊急を要する場合、電話、書面、メール・SNS等の電磁的方法を用い

て全ての役員・顧問・部の担当者に連絡し、その３分の２以上の同意を

得ることにより、前項の決議に代えることができる。 

８ 総務会は、総務会決議に基づき、第３項及び第４項に定める者以外

の者の出席・意見陳述を許可することができる。 

９ 会員は、誰でも、総務会を見学することができる。ただし、プライ

バシー上の問題がある場合など、必要がある場合は、総務会決議に基づ

き、秘密会とすることができる。 

10 役員は、議事録を作成し、総務会終了後５年間保存する。 

 

第１２条（部） 
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１．学  年  部………………学年学級ＰＴＡの運営にあたり、             

会員相互の連帯と協力に関すること。 

２．教養人権部………………会員の教養の向上、および人権教育の推進

に関すること。 

３．広  報  部………………ＰＴＡ広報誌「上ケ原」の発行、           

その他必要な広報に関すること。 

４．地区愛護部………………児童の愛護補導に関すること、ならびに、

地域社会生活の連帯と協力に関すること。 

５．PTCA推進部……………ＰＴＣＡ活動推進に関すること。 

各部に部長を１名、副部長を１名置き、本校職員より担当者を１名選出

するものとする。 

各部部長は、本会の目的達成のため部会の運営にあたる。 

各部会は部長が招集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本会に次の部を置き、各部の任務は次のとおりとする。 

（１）学 年 部 ··· 学年学級ＰＴＡの運営にあたり、会員相互

の連帯と協力に関すること。 

（２）教 養 人 権 部 ··· 会員の教養の向上、および人権教育の推進

に関すること。 

（３）広 報 部 ··· ＰＴＡ広報誌の発行、その他必要な広報に

関すること。 

（４）地 区 愛 護 部 ··· 児童の登校、通学見守り活動、安全に関す

ること。 

（５）ＰＴＣＡ推進部 ··· ＰＴＣＡ活動（地域社会生活と協力して行

う活動）推進に関すること。 

（６）選 考 部 ··· 役員候補者の選出に関すること。 

２ 各部は、総会で承認された事業を行なうほか、総務会の承認決議を

得て、前項記載の各部の任務の範囲内で事業を企画・推進・中止する

ことができる。ただし、部の運営にあたっては、委員の意見のみなら

ず、担当する事業に関係する会員の意見も可能な範囲で確認・尊重す

るよう努めるものとする。 

３ 各部には、第１８条により定める方法により選出される委員・代表

委員を配置する。部の委員は、他部の委員を兼ねることができる。 

４ 配置される委員がない部は、当年度の活動を行なわない。ただし、

当年度途中に当該部の委員立候補者が現れた場合、当年度途中から活

動を開始することができる。 

５ 各部は、第１１条７項に定める総務会の緊急決議のための担当者を

置かねばならない。また各部は、部長その他の担当者を置くことがで

き、その選出方法は、各部において定めることができる。 

６ 本校教職員より各部の担当者を１名選出するものとする。 

 

第１３条（委員会） 

１ 本会は、総務会決議に基づき、委員会を設置・廃止することができ

る。ただし、委員会の運営にあたっては、委員の意見のみならず、担

当する事業に関係する会員の意見も可能な範囲で確認・尊重するよう

努めるものとする。 

２ 委員会の活動内容、委員数、委員の選出方法は、総務会決議により

定める。 

３ 各委員会には、委員長その他の担当者を置くことができ、その選出
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第 10条  本会は次の役員および会計監査を置く。 

１．会長１名 副会長２名 会計２名 書記２名 顧問若干名 

２．会計監査２名 

会長は本会を代表し会務を統括する。 

副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。 

顧問は必要に応じ会長の諮問に応じる。 

会計は本会の収支一切をつかさどる。 

書記は本会の運営ならびに議事の記録にあたる。 

会計監査は本会の会計事務を監査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法は各委員会において定めることができる。 

 

第１４条（公認サークル） 

１ 本会は、総務会決議により、本会の目的に沿う活動を行なう団体を

公認サークルとして承認することができる。 

２ 本会は、総務会決議により、公認サークルに対し、各種補助を行な

うことができる。 

３ 公認サークルは、代表者その他の担当者を置くことができ、その選

出方法は各公認サークルにおいて定める。 

４ 公認サークルは、いつでも、活動中止することができる。 

５ 第１項に定める公認サークルの承認を求める方法、その他サークル

活動に関して必要な事項は、別に細則で定める。 

 

第１５条（役員） 

１ 本会は、原則として次の役員を置く。 

（１）会長１名 （２）副会長２名 （３）会計２名  

（４）書記２名 

２ 役員の任務は、以下の通りとする。 

（１）会長は本会を代表し会務を統括する。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行

する。 

（３）会計は本会の収支一切をつかさどる。 

（４）書記は本会の運営ならびに議事の記録にあたる。 

３ 役員は、会計監査・顧問を兼ねることはできない。 

 

第１６条（会計監査） 

１ 本会は、本会の会計事務の監査のため、会計監査２名を置く。 

２ 会計監査は、会計事務に不正・不当な点がないか、その他会計の妥

当性を調査する。 

３ 会計監査は、役員・顧問・委員を兼ねることはできない。 

 

第１７条（顧問） 

１ 本会は、顧問若干名を置くことができる。 

２ 顧問は、必要に応じ役員の諮問に応じる。 
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第 11条  役員、会計監査および委員の選出は次の方法による。 

１．役  員 … 各部委員より選考委員を選出し、選考委員会を組織す

る。選考委員会が会員中から候補者を選出し、総会の承認を得て決定す

る。 

２．顧  問 … 会長が委嘱する。 

３．会計監査 … 会長の選考に準じる。会計監査は役員を兼ねることは

できない。 

４．委  員 … 学級ごとに会員が会員中から学年委員２名を選出する。 

教養人権委員・広報委員は学年ごとに会員中から若干名を選出する。 

ＰＴＣＡ推進委員は会員中から若干名を選出する。地区委員は地区ごと

に若干名を選出する。 

本校職員は全員を委員とする。 

５．代表委員 … 学年代表委員は学年ごとに、当該学年の学級委員中か

ら１名を選出する。 

本校教職員の中から若干名の代表委員を選出する。 

６．正副部長 … 正副部長は各所属委員の中から選出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 条  役員、会計監査および委員の任期はいずれも１年とし留任

を妨げない。ただし、役員は新年度役員が決定するまで職務をとる。 

役員に欠員が生じた場合は、第 11 条 1.の規定にかかわらず総務会にお

第１８条（役員等の選出方法） 

役員、会計監査、顧問および委員の選出は次の方法によるほか、詳細は

役員等選出細則により定める。 

（１）役 員 ··· 候補者を以下の方法により選出し、総会の承認を

得て決定する。 

①選考部において、次年度役員候補者を選出する。 

②選考部が活動しない年度は、各部から選考委員

を若干名選出し、選考委員により次年度役員候

補者を選出する。 

（２）会計監査 ··· 原則として、前年度会計担当役員 2 名を会計監査

とし、前年度会計担当役員の会計監査就任が困難

な場合には、他の前年度役員または役員の選考に

準じる方法で選出された者を、次年度会計監査候

補者とする。 

（３）顧 問 ··· 原則として校長及び教頭を顧問とするほか、会長

が委嘱することができる。 

（４）委 員 ···  

①学年部委員・教養人権部委員・広報部委員・ＰＴＣＡ推進部

委員・選考部委員 

会員中から立候補者及び委員選出抽選対象となることを

了承する者を募る。なお、年度途中の立候補も可能とす

る。 

② 地区愛護部代表委員（地区代表） 

登校班地区（以下、単に「地区」という）ごとに、１名

を選出するものとし、選出方法については各地区におい

て定めることができる。 

③ 地区愛護部委員（地区委員） 

地区ごとに、若干名を選出するものとし、選出方法につ

いては各地区において定めることができる。なお保護者

である会員は、原則として１家庭につき１回以上地区委

員を務めるよう努力するものとする。 

 

第１９条（役員等の任期） 

１ 役員および会計監査の任期は、役員または会計監査に選出された定

時総会から次の定時総会において次年度役員または会計監査が選出
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いてこれを審議決定する。 

 

 

 

 

 

 

第３章  会  計 

 

第 13 条  本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもってこれに

あてる。 

第 14 条  本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとす

る。 

第 15条  予算および決算は総会の承認を要する。 

第 16 条  本会の会費は一家庭年額 1,950円とする。ただし、転出入に

伴う途中集金・返金は学期割で行うものとする。 

第 17条  公衆電話に関する一切の事務は会計 2名があたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

される時までとする。 

２ 役員は、新年度役員が選出されるまで職務をとる。 

３ 役員、会計監査に欠員が生じた場合は、第１８条１号の規定にかか

わらず総務会においてこれを審議して選出する。この場合、選出され

た役員または会計監査の任期の終期は、前任者と同じとする。 

４ 委員の任期は、原則として、定時総会から次の定時総会までとする。 

 

第３章 会計 

 

第２０条（予算） 

１ 役員は、予算を編成し、定時総会の承認決議を得なければならない。 

２ 役員は、臨時総会の承認決議を得て、予算の補正を行なうことがで

きる。 

３ 役員は、収入・支出予算の編成するにあたって、合理的に予測され

る収支を勘案し、財務の健全性の確保に努めなければならない。 

 

第２１条（収入） 

１ この会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

２ 会員は、本会に対し、会費として年額 1,950円を支払う。 

３ 会員が年度途中に当会会員の地位を喪失した場合及び、非会員が年

度途中に当会会員の地位を取得することとなる場合の会費の負担に

ついては、別途細則で定める。 

 

第２２条（支出） 

１ 役員・委員は、本会が各会員の会費に基づいて運営されていること

を自覚し、本会の目的に沿うよう、予算の有効利用に努めなければな

らない。 

２ 許される支出科目については、総務会決議で定める。 

３ 役員・委員は、１回の支出（支出対象１点あたりの支出ではなく、

実質的に１回の支出とみることができるものをいう）が、別に細則で

定める金額を超える場合には、総務会の承認決議を得なければならな

い。 

 

第２３条（備品） 

１ 役員・委員は、別に細則で定める金額を超える備品の得喪について、
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第４章  付  則 

第 18条  本会の運営に必要な規定は別に細則をもって定める。   

第 19条  本会の規約は総会において改正することができる。      

第 20条  本規約は昭和 32年 9月 25日から実施する。 

第 21 条  弔慰規定・旅費規定および個人情報取扱規則は別にこれを定

める。 

第 22条  本会則に明文なき事項については総務会の決定にまつ。 

 

 

 

 

備品台帳に記録しなければならない。 

２ 役員・委員は、備品台帳に登録された備品を処分するときは、総務

会の承認を得なければならない。 

 

第２４条（会計資料） 

１ 本会は、会計資料を作成し、作成後５年間保管しなければならない。 

２ 役員は、総務会の承認を得て、収入台帳・支出台帳・決算書・予算

書等の会計資料の様式を定めることができる。 

３ 会員は、誰でも、本会に対し会計資料の閲覧を請求することができ

る。 

４ 本会は、前項の請求を受けた時は、閲覧の時期・方法を指定するこ

とができる。 

 

第２５条（決算） 

１ ＰＴＡ会計役員は、年度末に歳入・歳出の決算書を作成し、会計監

査の監査を経た上、定時総会の承認を受ける。 

２ ＰＴＡは、決算書を全会員に配布する。 

 

第２６条（会計年度） 

本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第２７条（その他） 

その他会計の詳細については、別途細則で定めるものとする。 

 

（第４章付則削除） 

 

 

 

 

 

 

 

附則（令和２年２月５日改正） 

本会則は、令和２年２月５日より施行する。 
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細   則 

１．学年部は各学級より２名選出された代表委員で構成する。 

教養人権部・広報部は各学年より選出された代表委員で構成する。 

ＰＴＣＡ推進部は会員中から選出された代表委員で構成する。 

  地区愛護部は各地区より選出された代表委員で構成する。 

 

２．選考委員会は、学年部各学年より 1 名および、教養人権部・広報部・

地区愛護部・ＰＴＣＡ推進部より各 1名の選出された委員で構成し、委

員長はその中より 1名を選出する。 

 

３．総務会は、総務役員・顧問・各部正副部長・各学年代表をもって構

成する。 

 

４．選考委員会における、総務役員および会計監査の選出方法の基準を

次のとおり定める。 

（イ）全会員より総務会の構成者として適任であると思われる方を推薦

しても らう。（推薦用紙を配布） 

（ロ）各委員より総務会の構成者として適任であると思われる方を推薦

してもらう。 

（ハ）選考委員会でイ）とロ）の推薦者中より慎重審議し、その候補者

を選出し総会の承認を得る。 

 

（細則削除） 
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旧会則 新会則 

上ケ原小学校ＰＴＡ弔慰規定・旅費規定 

 

弔慰規定 

 

会員の弔慰を目的として次のとおりに定める。 

◎対象者…会員（児童の保護者、および学校職員） 

  児童 

◎金額…香料 5,000円と弔電 

[備考] 

①公務による職員の死亡の場合は別に考慮する。 

②会員の自宅火災の場合は、その程度により見舞金を贈る。 

③見舞・弔電のいかんを問わず、一切返礼はしないものとする。 

④その他明文なき事項については、総務会の承認を必要とする。ただし、

急を要する場合は会長判断に委ね、総務会において事後報告する。 

 

 

旅費規定 

 

(1)交通費は目的地までの最短距離の電車・バス料金に見合うものとす

る。 

(2)出張先の行事が昼食時間にかかった場合は、食事代を支払うものとす

る。 

(3)ＰＴＡ協議会主催行事等で多数の会員が参加する場合は、関係部長が

総務会に諮り、参加者の旅費支給額を決めるものとする。 

(4)出張は、事前に関係部長または副会長の承認を得、事後の旅費請求は、

関係部長または副会長の名において行うものとする。 

(5)宿泊出張の必要が生じた場合は、総務会に諮り宿泊費・交通費・およ

び食事代の支給額を決めるものとする。 

(6)その他明文なき事項については、総務会の承認を必要とする。 

 

 

西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ 弔慰規約・旅費規約 

 

１．弔慰規約 

 

会員の弔慰を目的として次のとおりに定める。 

◎対 象 者 ··· 会員（児童の保護者、および学校職員） 

児童 

◎金 額 ··· 香料 5,000円と弔電 

[備考] 

①公務による職員の死亡の場合は別に考慮する。 

②会員の自宅火災の場合は、その程度により見舞金を贈る。 

③見舞・弔電のいかんを問わず、一切返礼はしないものとする。 

④その他明文なき事項については、総務会の承認を必要とする。ただ

し、急を要する場合は会長判断に委ね、総務会において事後報告

する。 

 

２．旅費規約 

 

ＰＴＡ活動推進のために、出張する会員に対し支給する旅費について次

のとおりに定める。 

（１）交通費は目的地までの最短距離の電車・バス料金に見合うもの

とする。 

（２）出張先の行事が昼食時間にかかった場合は、食事代を支払うも

のとする。 

（３）ＰＴＡ協議会主催行事等で多数の会員が参加する場合は、関係

部の担当者が総務会に諮り、参加者の旅費支給額を決めるものと

する。 

（４）出張は、事前に関係部の担当者の承認を得、事後の旅費請求は、

関係部の担当者の名において行うものとする。 

（５）宿泊出張の必要が生じた場合は、総務会に諮り宿泊費・交通費・

および食事代の支給額を決めるものとする。 

（６）その他明文なき事項については、総務会の承認を必要とする。 
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旧会則 新会則 

西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則 

 

（目的） 

第１条 西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が保有

する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権

利・利益を保護することを目的に、役員・委員名簿、会員名簿、行事な

どの記録や写真およびその他の個人情報データベース（以下「個人情報

データベース」という。）の取扱いについて定めるものとする。 

 

（責務） 

第２条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ

活動において個人情報の保護に努めるものとする。 

 

（管理者） 

第３条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。 

 

（取扱者） 

第４条 本会における個人情報データベースの取扱者は、役員・委員お

よびサークル代表とする。 

 

（秘密保持義務） 

第５条 個人情報データベースの管理者および取扱者は、職務上知りう

ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に

使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（収集方法） 

第６条 本会は個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の

利用目的を決め、本人に明示する。 

 

（利用） 

第７条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

（１） ＰＴＡ会費の管理業務 

（２） その他の文書の送付 

（３） 役員・委員・会計監査・会員・登校班等の名簿の作成 

西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規約 

 

第１条（目的） 

西宮市立上ケ原小学校ＰＴＡ（以下「本会」という）が保有する個人情

報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を

保護することを目的に、役員・委員名簿、会員名簿、行事などの記録や

写真およびその他の個人情報データベース（以下「個人情報データベー

ス」という）の取扱いについて定めるものとする。 

 

第２条（責務） 

本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動にお

いて個人情報の保護に努めるものとする。 

 

第３条（管理者） 

本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。 

 

第４条（取扱者） 

本会における個人情報データベースの取扱者は、役員・委員およびサー

クル担当者とする。 

 

第５条（秘密保持義務） 

個人情報データベースの管理者および取扱者は、職務上知りうることが

できた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用して

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

第６条（収集方法） 

本会は個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的

を決め、本人に明示する。 

 

第７条（利用） 

取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

（１）ＰＴＡ会費の管理業務 

（２）文書の送付 

（３）役員・委員・会計監査・会員・登校班等の名簿の作成 
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（４） 役員および委員等の選出 

（５） 広報誌、会報誌、学校ホームページへの掲載 

 

（利用目的による制限） 

第８条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特

定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱って

はならない。 

 

（管理） 

第９条 個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管

理する。また、不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するも

のとする。 

 

（保管および持ち出し等） 

第１０条 個人情報データベースを電子機器等で保管する場合や持ち出

す場合は、適切に管理するものとする。 

 

（第三者提供の制限） 

第１１条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を

得ないで第三者に提供してはならない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法

令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合 

 

 

（情報の開示等） 

第１２条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を

求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。 

 

（漏えい時等の対応） 

第１３条 個人情報データベースを漏えい等（紛失を含む。）したおそ

れがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。 

 

（４）役員および委員等の選出 

（５）広報誌、会報誌、本校ホームページへの掲載 

 

第８条（利用目的による制限） 

本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された

利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならな

い。 

 

第９条（管理） 

個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。

また、不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 

 

 

第１０条（保管および持ち出し等） 

個人情報データベースを電子機器等で保管する場合や持ち出す場合は、

適切に管理するものとする。 

 

第１１条（第三者提供の制限） 

個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第

三者に提供してはならない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、

法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある

場合 

 

第１２条（情報の開示等） 

本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた

ときは、法令に沿ってこれに応じる。 

 

第１３条（漏えい時等の対応） 

会員は、個人情報データベースを漏えい等（紛失を含む）したおそれが

あることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。 
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（取扱いの周知） 

第１４条 本会は役員・委員およびサークル代表に対して、個人情報の

取扱いに関する留意事項について周知するものとする。 

 

（苦情の処理） 

第１５条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処

理に努めなければならない。 

 

（改正） 

第１６条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、総務会に

おいて審議し承認をもって改定することができる。なお、本規則を改定

した場合は、会員へ周知するものとする。 

 

附 則 

本規則は、平成 31年 4月 23日から施行する。 

第１４条（取扱いの周知） 

本会は役員・委員およびサークル担当者に対して、個人情報の取扱いに

関する留意事項について周知するものとする。 

 

第１５条（苦情の処理） 

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな

ければならない。 

 

第１６条（改正） 

法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、総務会において審議

し承認をもって改定することができる。なお、本規約を改定した場合は、

会員へ周知するものとする。 

 

附則（令和２年２月５日改正） 

本規約は、令和２年２月５日より施行する。 

 

 


